
 

 

 

【別紙 2】 

 

建設現場の「快適トイレ」設置の特別仕様書 

 

 

本工事は、建設現場の「快適トイレ」設置の試行対象工事である。 

 

試行にあたっては『建設現場の「快適トイレ」設置の試行実施要領』に基づ

き行うものとする。 

 

 ただし、快適トイレの手配等が困難である場合は、監督員と協議の上、本特

別仕様書の対象外とすることができる。 

当初設計額 70,000千円以上の工事 

参考：記載例 


